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北川水系北川等の
特定都市河川の指定に向けて

令和８年３月

福井河川国道事務所

○流域の概要ですが、位置図的な図はどちらか一方にし、下記のネタを盛り込んで下さい。
・斜め写真
・霞堤（斜め写真や機能的な概要）
・河川整備の取組概要（掘削写真や堤防整備の写真）
・流域治水の取組概要（写真や図）

○P2 霞堤の氾濫も入れて下さい

○P3 改正で追加された主な制度はもう少し目立つようにお願いします。

○P4 余白が若干有るので、雨水浸透阻害行為の対策工事の例か、貯留機能保全区域指定の大和川の例を
入れましょうか。

○P5 同じ洪水で複数の写真があるのは間引いて（市町が異なる場合はそのまま）、流域図を大きくして下さい。
霞堤の浸水回数のグラフが浮いていますので、P2の追加と要調整

P1

・下図がP5と違い、流域界の線がギザギザなので違和感があります。（P5の下図で統一しては）
・河口は基本技術会議使用している写真に貼り替え。中流部の写真は一つで結構です。代わりに霞堤の写真を

流域図の方に移動
・河内川ダムの凡例追加
・主な取組は

河道掘削や堤防整備は北川流域懇談会の整備状況が判る写真（前後写真等）に差し替え
流域対策は、今年度の協議会資料より、若狭町：森林保全、小浜市：校庭貯留、共通：田んぼダム

P2

・主な被害はレイアウト工夫（右上写真横の余白がもったいないのと、グラフが小さいです）
P４

・大和川の事例は添付ファイルの写真でお願いします。
・雨水浸透阻害行為の対策例を追加出来ないでしょうか。

P5

・×の凡例を追加して下さい。
・旧上中町市街地の○の範囲は合ってますか？、小浜市街地の範囲も少し違う気が（市街地の端がかかる？）

します。

基本技術会議、流域懇談会資料のオリジナルデータは下記ＵＲＬよりダウンロードお願いします。
北川のこれからの整備（特定都市河川中心）での遊水地候補の参考としても使って下さい。

資料２



北川流域の概要
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畦畔補強

排水桝改良

⚫ 北川は、日本海（若狭湾）に注ぐ幹川流路延長30.3km、流域面積210.2km2の一級河川で、国管理区間では遠敷川、野木川など6河川が流入。
⚫ 流域は、小浜市、若狭町、高島市の2市1町で構成され、下流部沿川は家屋連担区域で役場等の重要施設も立地。
⚫ 河川では河川整備計画に基づき、河道掘削や水位低下方策等の流下能力向上、堤防拡築や浸透・侵食に対する堤防強化等の堤防整備、維持

掘削や樹木伐採による流下能力の維持、霞堤を活かした治水機能の維持などにより、治水安全度向上を推進。
⚫ 流域では田んぼダムや森林保全等による流出抑制、輪中堤や避難路の整備などの流域対策を推進。

■ 流域の概要 ■ 流域の主な河川整備、流域治水の取組
Ｎ

凡 例

国管理区間

県管理区間

流域界

市町界

北川中・下流部

令和3年6月撮影

北川

霞堤

霞堤

堤防拡築

堤防強化

整備済み

整備済み

整備予定

整備予定

河道掘削
整備済み

整備予定

凡 例

霞堤

ダム

堤防拡築

堤防強化

整備済み

整備済み

整備予定

整備予定

河道掘削
整備済み

整備予定

凡 例

霞堤

ダム

貴志川を参考に流域の概要を作成

貴志川の情報（家屋連担区域で紀美野町役場も立
地。ここがポイント）に加え盛り込む情報は、
・霞堤
・河川整備の取組
・流域での取組

小浜市 畦畔強化

堤防強化のイメージ堤防拡築のイメージ

小浜
市街地

西津橋

川幅拡大困難

河口部は、両側に河川が流れ、
背後に市街地を抱えているため
川幅拡大が困難
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小浜
市街地

西津橋

北川河口部

○霞堤の機能（治水）

＜洪水時＞ ＜洪水後期・平常時＞

小浜市府中地区 令和2年8月撮影

北川北川

小浜市府中地区 令和3年2月撮影

河道掘削

堤防整備

小浜市国分地区 令和5年3月撮影小浜市国分地区 令和4年8月撮影

田んぼダム 森林保全

本数調整伐（間伐）は、過密状態となった森林において、樹木の一部を伐採することで残った

樹木の成長や、下層植生の繁茂を促すことで、土壌浸透性や土砂流出の抑制効果など森林の持つ

公益的機能の発揮に取り組んでいます。

丸太筋工は、間伐した現地発生材を利用して施工し、斜面の雨水の分散を図り、表土の浸食を

抑えるとともに、早期の植生の回復を促進します。

本数調整伐実施個所

丸太筋工実施個所

¥¥osregfs3.pckk.jp¥1173I243_九頭竜川・北川水系流_仕掛品¥99_R7仮置き¥北川特
定都市河川指定¥03_北川協議会資料¥ネタ¥森林保全

本数調整伐（間伐）

丸太筋工

輪中堤整備

江古川

避難路整備



九州の広い
範囲で総雨
量600mmを
超過

⚫ 短時間強雨の発生の増加や台風の大型化等により、近年は浸水被害が頻発しており、今後さらに気候変動による水災害の激甚化・頻発化が
予想されることから「流域治水」への転換が必要。

⚫ 北川流域でも、近年複数の洪水における霞堤区間の氾濫や、平成25年9月には野木川で堤防が決壊するなど、大雨による甚大な被害が発生。
気候変動による水害リスクに備えるためには、北川流域で特定都市河川指定の活用を行い、「流域治水」をさらに進めていく必要がある。

■ 流域治水の推進

気候変動による水災害の激甚化・頻発化

2

気候変動シナリオ 降雨量 流量
洪水発生
頻度

2℃上昇時 約1.1倍 約1.2倍 約2倍

4℃上昇時 約1.3倍 約1.4倍 約4倍

■ 気候変動による降雨量等の増大

■ 北川における近年の主な被害

石川県輪島市

これまでの2倍近い
24時間雨量、1時間
雨量を記録

■ 近年の主要な水災害

緑川水系一の谷川

令和7年8月6日からの大雨

平成25年9月16日15時 福井県防災航空隊 撮影

野木川

北川

堤防決壊箇所

③

H29.10 台風21号

小浜市太良庄

H25.9 台風18号

野木川合流点付近

野木川
北
川

堤防決壊箇所

北川版更新（北川の浸水被害状
況も入れ込む）

霞堤内の残渣の状況

北川4.6k付近左岸

平成29年10月台風21号

北川4.6k付近左岸

平成29年10月台風21号

北川4.6k付近左岸

霞堤内の残渣の状況

北川4.6k付近左岸

○ 霞堤背後地の浸水状況

令和6年9月21日からの大雨 H29.10 台風21号

北川4.6k付近左岸

霞堤内の残渣の状況

北川4.6k付近左岸
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特定都市河川浸水被害対策法改正の概要
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⚫ 特定都市河川浸水被害対策法は、都市部を流れる河川の流域において浸水被害が頻発していたことから、都市部の河川流域における浸水被

害対策の新たなスキームとして平成15年に制定。

⚫ 近年、全国各地で水災害が激甚化・頻発化していることを受けて、あらゆる関係者が協働して取り組む「流域治水」の実効性を高める法的

枠組みとして、令和3年に改正された。

対象：市街化率が約５割以上の都市部を流れる河川等。
・流域水害対策計画の策定 ・河川管理者による雨水貯留浸透施設の整備
・保全調整池の指定 ・雨水浸透阻害行為の許可等

■ 特定都市河川浸水被害対策法の全体像

平成15年制定時の主な制度

対象：「市街化の進展」に加え、「接続する河川
の状況」「自然的条件の特性」の要件を追加
し全国に拡大。

・民間等による雨水貯留浸透施設の整備
・貯留機能保全区域の指定
・浸水被害防止区域の指定

改正で追加された主な制度

■ 特定都市河川指定から
 対策実施までの流れ

②
流
域
水
害
対
策
協
議
会
設
置

③
流
域
水
害
対
策
計
画
策
定

①
特
定
都
市
河
川
指
定※

指
定
要
件
の
確
認

浸
水
被
害
防
止
の
対
策
実
施

※指定に伴い必要となる事務
・雨水浸透阻害行為の許可
・基準降雨の公示（県）



特定都市河川の指定によってできること
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計画に基づくハード対策の加速化

雨水流出の抑制

✓流域水害対策計画に位置付けたハード対策に予算を

重点措置

✓下水道管理者等による貯留施設の整備やソフト対策

等の充実、雨水貯留浸透施設の整備の交付対象要件

の緩和

流域における貯留機能の保全

水害リスクを減らすまちづくり、住まい方の工夫

✓自治体や民間事業者等による雨水貯留浸透施設整備

への補助率嵩上げや認定制度（補助、税減免）によ

る支援

✓一定規模以上の雨水浸透阻害行為（開発等）に対す

る対策の義務付け

✓洪水や雨水を一時的に貯留する機能を有する土地等

を「貯留機能保全区域」に指定し開発時の届出を義

務付け（所有者には税減免により負担軽減）

✓浸水が発生した場合に生命や身体に著しい危害が生

ずるおそれがある区域を「浸水被害防止区域」に指

定し、住宅や要配慮者施設等の安全対策の確認（許

可制度）や、移転等を支援

■ 雨水浸透阻害行為に対する対策の義務付け

■ 貯留機能保全区域のイメージ

北川版更新（右側の図、雨水浸
透阻害行為、貯留機能保全区域
に変更）

https://www.mlit.go.jp/river/kasen/tokuteitoshikasen/pdf/daiwa25.pdf

○ 貯留機能保全区域の事例
（奈良県：大和川）

https://www.pref.nara.jp/secure/259000/02tokutei-sitei-riifu.pdf

雨水浸透阻害行為の対策イメージ

駐車場の透水性舗装

調節地整備



小浜市街地

若狭町市街地（旧上中町）

北川における特定都市河川指定の候補区間

5

⚫ 北川流域では、主に小浜市街地を流れる下流部から若狭町域を貫流する中流部にかけて、霞堤区間や平成25年台風第18号で決壊した支川野木川を含め、流域
全体で大雨による甚大な被害が発生していることから、北川本川（国管理区間・県管理区間）及び北川の支川（国管理区間・県管理区間）※について、特定都
市河川の指定に向けた調整を行う。

⚫ 流域治水に係る施策を講じる区域である特定都市河川流域は、指定区間の最下流端に係る集水域（降った雨が集まる範囲）、下水道の排水区域（他流域から
流入する場合は算入。他流域に排水する場合は除外）、流域外の氾濫想定区域（当該範囲の雨水浸透阻害行為は許可の対象外）が対象となることから、北川
流域全体が特定都市河川流域の対象となる。

浸水年度 床上浸水 床下浸水

H16年10月 1戸 18戸

浸水年度 床上浸水 床下浸水

H23年5月 1戸 17戸

H16.10 台風23号

小浜市羽賀

浸水年度 床上浸水 床下浸水

年9 40戸 62戸

H29.10 台風21号

小浜市国富地区

野木川 平成25年9月破堤

細かすぎるのと、候補区間に幅
を持たせた表現でお願いします。

浸水年月 床上浸水 床下浸水

H16年10月 1戸 18戸

H23年5月 1戸 17戸

H25年9月 40戸 62戸

H29年10月 0戸 15戸

H25.9 台風18号

野木川合流点付近

※特定都市河川の指定に当たっては、区間の下流端は浸水被害の防止の観点から適切に区間を
定めること、上流端は流域水害対策計画の計画期間中に整備（維持管理を含む）を見込む区間
までを連続して全て指定することが基本とされている。また、指定できる区間は河川法第３条
１項に規定する河川（一級河川及び二級河川）の区間に限られており、準用河川の区間は特定
都市河川に指定できない。また、複数の河川を１つの特定都市河川として指定する場合、これ
らの河川は一体のものとして連続していなければならない。

H23.5台風2号

三方上中郡若狭町山内

H23.5 台風2号

三方上中郡若狭町山内

三方上中郡若狭町日笠

H29.10 台風21号

北川流域※２

※１：県管理区間及び支川については県と今後調整
※２：別途下水道の排水区域は考慮

■ 特定都市河川及び特定都市河川流域の指定範囲

凡 例

平成25年9月破堤箇所



北川特定都市河川の指定に向けたスケジュール（案）

6

年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

取組内容
特定都市河川の
指定に向けた検討

特
定
都
市
河
川
指
定

流域水害対策
計画の検討

⚫令和８年度中の特定都市河川指定に向けて、特定都市河川の指定に向けた検討を行う。

⚫特定都市河川指定後は、流域水害対策協議会を設置し、流域水害対策計画の策定に向けた検討を行う。

■ 北川における特定都市河川指定に向けたスケジュール（案）

流
域
水
害
対
策
協
議
会
設
置

特
定
都
市
河
川
指
定
の
公
示
・指
定
・施
行

（国
土
交
通
大
臣⇒

知
事
・市
長
・町
長
・下
水
道
管
理
者
）

・指
定
に
係
る
法
定
意
見
聴
取

（国
土
交
通
大
臣⇒

知
事
・市
長
・町
長
・下
水
道
管
理
者
）

・基
準
降
雨
法
定
意
見
聴
取

（知
事⇒

河
川
管
理
者
・下
水
道
管
理
者
）

北
川
水
系
北
川
等

流
域
水
害
対
策
協
議
会

設
置

北
川
水
系
北
川
等

流
域
水
害
対
策
計
画

策
定
・公
表

1１

住民・関係者への周知

指定手続

特
定
都
市
河
川
指
定
に
関
す
る
上
申

※１

※１ 流域内住民等に対し、法的枠組みの趣旨について十分な周知期間を
 設けるうえで、指定から一定期間を空けて施行する場合がある。

第

回 

北
川
流
域
治
水
協
議
会

R8年３月

北川水系北川等流域水害対策協議会
設立に向けた準備

特定都市河川指定
に向けた検討・調整

【目標】R８年度

1２
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